
 

【「時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業」関係個所のみ抜粋】 

令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するＱ＆Ａ（第９版） 
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令和５年１月23日 第９版 

 

１ 時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣について、「ワクチン接種の

ための医療従事者の確保が困難な地域として、地域の実情に応じて都道府県が必要と

認める地域への派遣を対象とする」とされていますが、どのような地域が該当するの

でしょうか。 

 

（答） 

○ ワクチン接種のための医療従事者の確保が困難な地域として、地域の実情に応じて都

道府県が必要と認める地域が該当するものです。例えば、次のような地域などが該当す

ると考えられます。 

・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべき区域、まん

延防止等重点措置を実施すべき区域及び確保病床使用割合がステージⅣの指標である 

50％を超える地域（該当した地域は令和５年３月までの期間中適用） 

・医療法に基づき都道府県が定める医師少数区域（二次医療圏） 

○ 地域に関して都道府県による認定等の手続きは必要ありませんが、本事業は、都道府

県の判断のもとに行われる派遣が対象ですので、本事業により医療機関に医療従事者の

派遣を呼びかけようとする自治体や、本事業により補助を受けようとする医療機関にお

かれては、事前に都道府県に相談されますようお願いいたします。 

 

 

２ 時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣について、「時間外・休日の

医療機関」からの派遣が補助対象となるとされていますが、時間外・休日とは、どの

ような場合が該当するのでしょうか。 

（答） 

○ 「時間外・休日の医療機関」の「時間外・休日」は、診療報酬の時間外加算・休日加

算を参考にして、「当該医療機関が表示する診療時間以外の時間」及び「休日」が該当

するものであり、以下が標準となります。 

  ・時間外は、概ね午前８時前と午後６時以降（土曜日の場合は、午前８時前と正午以

降）及び休日以外の日を終日休診日とする医療機関における当該休診日。ただし、午

前中及び午後６時以降を診療時間とする医療機関等、標準によることが困難な医療機

関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱う。 

 



 

  ・休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律第３条に規定する休日。なお、１月２日

及び３日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱う。 

 

 

３ 時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣について、医師、看護師等を

派遣する場合、どのような経費が補助の対象経費となるのでしょうか。 

 

（答） 

○ 派遣元医療機関が負担する派遣された医師、看護師等の基本給や派遣手当、旅費、保

険料のほか、当該派遣に伴い勤務に影響を受ける職員の基本給や手当等も、対象経費と

なり得ます。 

 

 

４ 時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣について、 集団接種会場と

は、どのような会場が該当するのでしょうか。 

 

（答） 

○ 「集団接種会場」は、新型コロナワクチンの集団接種を行う保健所、保健センター、

学校、公民館等が該当します 。 

 

 

５ 時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣について、 歯科医師を派遣

する場合は、補助の上限額はいくらでしょうか。 

 

（答） 

○ 歯科医師１人１時間当たり 2,760 円が補助の上限額になります。 

 

 

６ 「令和５年３月までの期間中」とは、３月末日（31日）までか、３月末日が属する

週の土曜日（４月１日）までか、どちらでしょうか。 

 

（答） 

○ ３月末日（３月31日）までです。 

 

 

 

 

 

 

 


